
3.「地区計画」ってなに？
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「地区計画」のイメージ
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「地区計画」の事例
（長野県塩尻市床尾地区の例）

地区計画のエリア設定→

↓地区計画の目標や方針
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「地区計画」とは

地域の実情に合った、よりきめ細かい規制を行う制度

地区計画エリアの用途や建築物のルールを指定すること

で、制限の緩和や強化ができます。

↳住民や地権者の皆さんで決めることができます。

住民や地権者の皆さんが地域の未来を見据えた
「まちづくり」をすすめていく制度
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地区計画で“できる”こと

地域の特性、実情に合わせて、

• 建物の用途（建てることのできる建築物の種類）

• 望ましい建て方（建築物の高さ上限等） など

地区計画を定めると

住宅や生活に必要な施設が立地できたり
一定規模の開発ができるようになります。

地域住民や土地所有者が主体となって検討します。
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地区計画のイメージ

現状の例

空き家や空き地が所々に存在
してるとします。

開発後の例開発後の例

これまで住宅や店舗等を建てる
ことのできなかった土地にも、
新たに建築することができるよう
になります。

地区計画策定⇒
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地区計画策定の課題等

•規制を緩めすぎると、地域が目指す「まちづくり」に合わ
ない建物が建つ可能性がある。

•地域外からの新規居住者とのコミュニティの形成が必要
になる。

•土地の価値が上がり、固定資産税が変動する可能性が
ある。

•地区計画策定には、住民や地権者一人ひとりの機運の
醸成や合意形成など、多くの時間や手間が必要になる。
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住民の皆さんが主体となって検討する項目（一部抜粋）

•地区計画エリアの目標、範囲

•建物の用途

•建築物の建ぺい率・容積率・高さの最高限度

•敷地面積の最低限度

•壁面の位置の制限

•垣や柵の構造の制限

など、地域が目指す「まちづくり」に応じて細かく設定できます。
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画像元：明石市HP

例（図）

将来どのような地域にしていきたいかを考えて、

様々な制限やルールを皆さんで検討します。
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地区計画策定までの期間
〈Step１〉

〈Step2〉

地域 共同 行政

• 地区計画策定に向け
た議論・検討・合意形
成

• 地域の現状・課題の洗
い出し

• 勉強会の実施
• 他市町事例の調査・
研究

• アンケートの実施

地域 共同 行政

• 地区計画の目標の設
定

• 地区計画の範囲の設
定（合意形成）

• 地区計画（原案）策定
に向けた勉強会
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〈Step3〉

〈Step4〉

地区計画の運用開始

地域 共同 行政

• 地区計画（原案）の策定
• 地権者から同意を得る（原
則全筆同意）

• 町へ地区計画（案）の提出

地域 共同 行政

• 県知事協議
• 都市計画審議会への諮問・答
申

• 建築条例の検討、制定、施行
など
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地区計画を定めた場合

皆さんが決めたルールによる整備

今後、建て替えや開発等のタイミングで、
そのルールに沿って実施される

長い年月をかけ、良好な環境が形成されていきます

地区計画は、地域の将来を見据えた

長期的な視点での「まちづくり」です。
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まとめ

• 現在、地域内には様々な課題が生じている。

• その問題に対応していく手法の一つとして、「地区計画」の制度

が活用できないか。

• 「地区計画」によって、新たな住宅や店舗を建てることができる。

• 「地区計画」で定めるルールは、地域住民の皆さんが主体となっ

て検討する。

• 「今、自分に有益な効果が出るのか」という視点だけではなく、

「将来、この地域をどうしていきたいか」という視点で考える。

• 地区計画を進めていくには、地域の住民や地権者の皆さんの合

意形成が必要になる。
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おわりに・・・

• 地区計画は、あくまでまちづくりの取り組みにおける手
段の一つです。地区計画では地域の課題をすべて解
決できません。

• 「地域での暮らしの維持」や「有効な土地利用」に寄
与する取組の一つとして、選択肢になりうるものです。

• 今後、地区計画の必要性についてみなさんとより詳しく
共有し、町は地区計画を作るための応援をしたいと考
えています。

ですが・・・

そのため・・・
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